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企画課男女共同参画係です企画課男女共同参画係です
こんにちは！

改正の主な内容

　11月12日㈪から25日㈰までの2週間は「女性に対する暴力をなくす運動｣期間です。配偶者などからの暴力、スト－カ－行
為、セクシュアルハラスメント、性犯罪、売買春・人身取引など女性に対する暴力は女性の人権を著しく侵害するものです。
　今回は、平成19年通常国会で成立、平成20年１月11日から施行の「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」
の一部改正法の内容についてお知らせします｡

１．保護命令制度の拡充
① 生命・身体に対する脅迫を受けた被害者も保護命令の申し立てができます。
配偶者から生命・身体に対する脅迫を受けた被害者が、将来、配偶者から受ける身体に対する暴力
により、生命又は身体に対する重大な危害を受けるおそれが大きいと認められるときにも、裁判所
は保護命令を発することができるようになります。

② 被害者に対する電話・電子メ－ル等が禁止されます。
被害者への接近禁止命令の実効性を確保するため、被害者の申し立てにより、被害者への接近禁止
命令と併せて、裁判所は配偶者に対し、被害者に対する以下のいずれの行為も禁止する保護命令を
発することができるようになります。

③ 被害者の親族等も接近禁止命令の対象となります。
配偶者が被害者の親族等の住居に押し掛けて著しく粗野・乱暴な言動を行っていること等の事情が
あることから、被害者が配偶者と面会せざるを得なくなることを防止するため必要があると認める
ときは、裁判所は、被害者の申し立てにより、被害者への接近禁止命令と併せて、被害者の親族等
への接近禁止命令を発することができるようになります。

２．市町村基本計画の策定の努力義務
都道府県のみに義務付けられていた基本計画の策定が、市町村の努力義務となります。

３．配偶者暴力相談支援センターに関する改正
① 市町村による配偶者暴力相談支援センター設置の努力義務
② 被害者の緊急時における安全の確保を配偶者暴力相談支援センターの業務として明記

４．裁判所から配偶者暴力相談支援センターへの保護命令発令の通知
保護命令を発令した場合、裁判所は速やかに、保護命令を発したこと及びその内容を、被害者が相談等
をした支援センタ－に通知することとなります。

　｢配偶者などからの暴力｣の被害女性が全国で増加傾向にあるため、上記のように個人の人権を守るための
法律が更に整備されました。（社会から暴力がなくなることを祈りつつ…。）
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みんなの顔が見えるまち

FREE FESTA 2007

平成19年12月８日㈯　午前９時～正午
武蔵セントラルホール

（第２回国東市人権フェスティバル）

人権擁護委員が変わりました

期日  11月25日㈰　 場所  国東中央公民館
問い合わせ
生涯学習課 人権･同和教育係　☎0978722121

※詳細は、市報くにさきお知らせ版11月15日号でお知らせします。

ぜひ、ご来場ください‼
☆市内の高校生による、みんなが参加できるイベントです。

　12 月４日から 10 日までは人権週間です。1948 年 12
月 10 日に世界人権宣言が国際連合第３回総会で採択
されました。それを記念して設けられた週間です。日
本各地で人権を考える行事が催されます。
　武蔵町では、第６回人権フェスティバル（第２回国
東市人権フェスティバル）を開催します。今、人権フェ
スティバル実行委員会を立ち上げ、準備を進めていま
す‼

●セントラルホールでは…
  学校、一般から募集した人権作品の展示（ポスター･
人権標語･書き方･短歌･写真･手芸など）。

●ステージでは…
  人権作文の朗読、保育園（所）・
幼稚園･小学校･中学校の学習発表
会、人権教育モデル地区の実践発表
等を予定。

▲蛇谷太鼓の演奏･武蔵西小学校（昨年）

1　面会の要求
2　行動の監視に関する事項を告げること 等
3　著しく粗野・乱暴な言動
4　無言電話、連続しての電話・ファクシミリ・電
子メ－ル（緊急やむを得ない場合を除く。）

5　夜間（午後10時～午前6時）の電話・ファク
シミリ・電子メ－ル（緊急やむを得ない場合

を除く。） 
6　汚物・動物の死体等の著しく不快又は嫌悪の
情を催させる物の送付等

7　名誉を害する事項を告げること等
8　性的羞恥心を害する事項を告げること等又は
性的羞恥心を害する文書・
図画の送付等

　人権擁護委員に岩光侃さん（武蔵町麻田）、藤谷和生さん（安岐町糸永）、金本紀美子さん（安岐町下原）、
高橋とし子さん（安岐町山口）が10月１日付で法務大臣から委嘱されました。
　人権擁護委員は、わたしたちの基本的人権が侵害されないように監視し、もし、侵害があった場合は救済
を図るとともに、人権思想の普及高揚に努めています。皆さんが、これは人権問題ではないだろうかと感じ
たり、困りごとや心配ごとがありましたら、人権擁護委員にご相談ください。

問い合わせ　人権同和対策課　☎0978729001

◇武蔵町では、文部科学省の人権教育総合推進地域事業の研
究指定を３年間受けています。学校教育・社会教育・地域
活動の三者が一体となった人権教育を推進しています。多
くの方のご意見をお寄せいただきたいと思います。

問い合わせ　武蔵教育事務所 生涯学習課  ☎0978680094


